
登 録 有 形 文 化 財 （ 建 造 物 ） に つ い て  

 

名 称    日 高 家 住 宅 主 屋 （ ひ だ か け じ ゅ う た く し ゅ お く ）  

所 在 地    鎌 倉 市 腰 越 五 丁 目  

建 設 年 代    昭 和 ６ 年 （ 19 31）  

種 別    建 築 物  住 宅  

登 録 基 準    一  国 土 の 歴 史 的 景 観 に 寄 与 し て い る も の  

      

名 称    日 高 家 住 宅 門 及 び 塀 （ ひ だ か け じ ゅ う た く も ん お よ び へ い ） 

所 在 地    鎌 倉 市 腰 越 五 丁 目  

建 設 年 代    昭 和 ７ 年 （ 19 32） 頃  

種 別    工 作 物  住 宅  

登 録 基 準    一  国 土 の 歴 史 的 景 観 に 寄 与 し て い る も の  

 

 特 徴  

  日 高 家 住 宅 は 、 建 築 家 ・ 日 高 胖
ひ だ か ゆ た か

の 自 邸 で あ る 。 主 屋 は 、 通 風 や 採 光 な ど 住

環 境 へ の 工 夫 が み ら れ 、 和 洋 の 多 様 な 意 匠 を 取 り 入 れ た 設 計 と な る 。 大 谷 石

を 積 ん だ 門 及 び 塀 と と も に 登 録 す る 。  

 

登 録 有 形 文 化 財 登 録 基 準  

建 築 物 、 土 木 構 造 物 及 び そ の 他 の 工 作 物 （ 重 要 文 化 財 及 び 文 化 財 保 護 法 第

182 条 第 2 項 に 規 定 す る 指 定 を 地 方 公 共 団 体 が 行 っ て い る も の を 除 く 。）の う

ち 、 原 則 と し て 建 設 後 50 年 を 経 過 し 、 か つ 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る も の  

一  国 土 の 歴 史 的 景 観 に 寄 与 し て い る も の  

二  造 形 の 規 範 と な っ て い る も の  

三  再 現 す る こ と が 容 易 で な い も の  

（ 平 成 8 年 8 月 3 0 日 文 部 省 告 示 第 1 5 2 号 、改 正 平 成 1 7 年 3 月 2 8 日 文 部 科 学 省

告 示 第 4 4 号 ）  

 

観 覧 に つ い て  

一 般 公 開 は 行 っ て い ま せ ん 。  

 

 

 

 

 



日 高 家 住 宅 主 屋  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 高 家 住 宅 門 及 び 塀  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


